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◎警察において身体を拘束されている者の食料に関する規則の一部を改正する規則（公安委員会規則第５号） 

令和８年度政府予算案において、被留置者食糧費が１日１人当たり1,276円とされることに伴い、警察本部又

は警察署において身体を拘束されている者の食料の支給額について所要の整備を行うこととした。 
 

公 安 委 員 会 規 則 

 

警察において身体を拘束されている者の食料に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月31日 

兵庫県公安委員会 

委員長 津 田 隆 雄 

兵庫県公安委員会規則第５号 

警察において身体を拘束されている者の食料に関する規則の一部を改正する規則 

 警察において身体を拘束されている者の食料に関する規則（昭和39年兵庫県公安委員会規則第６号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条中「1,256円」を「1,276円を上限」に、「朝食にあっては418円、昼食及び夕食にあっては419円」を「朝

食及び昼食にあっては425円、夕食にあっては426円を基準」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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